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九

〉

共

同

施

設

戸
十
U

恰
誠
実
市
に
於
け
る
施
設

(
十
一
〉
村
建
設
の
所
要
資
金
と
其
の
財
源

五
、
天
理
村
の
現
況

ご
〉
村
の
居
住
者
及
其
の
戸
口

C
一

)

村

の

事

務

(
一
三
村
氏
の
農
業
経
管
及
其
の
経
済

六

、

結

論

(
一
)
施
設
型
と
非
施
設
型

C
一
〉
天
理
村
の
考
祭

満
洲
農
業
移
ほ
ん
の
必
要
な
る
と
占
、
可
能
な
る
と
と
等
に
就
て
は
可
た
り
多
く
の
論
客
を
見
る
の
で
あ
る
が
、
共
の
賀
行
方
法
に

就
て
の
考
察
は
比
較
的
に
ゆ
友
い
、
特
に
や
L
立
ち
入
っ
て
具
酷
的
た
方
策
を
論
じ
た
も
の
は
甚
だ
少
な
い
様
で
あ
る
。
之
れ
は
質

際
問
題
と
し
て
簡
単
に
取
り
扱
ひ
粂
ね
る
か
ら
で
あ
ら
う
が
、
事
貫
移
民
の
質
行
か
ら
見
れ
ば
之
れ
が
最
も
大
切
な
問
題
で
あ
る
。

否
移
民
の
可
能
性
と
か
、
移
民
の
成
否
と
か
云
ふ
問
題
も
共
の
賀
行
法
の
如
何
に
よ
っ
て
決
す
る
と
と
が
甚
だ
大
い
も
の
で
あ
る
か

ら
買
は
此
の
問
題
は
移
民
会
惜
の
問
題
、
少
く
と
も
移
民
の
中
心
問
題
を
放
す
と
云
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

此
の
意
味
に
於
て
余
は
満
洲
農
業
移
民
の
問
題
を
常
に
此
の
親
離
に
於
て
注
意
し
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
事
費
以
後
今
日
迄
に
貰

施
せ
ら
れ
た
も
の
に
拓
務
省
。
移
民
を
始
め
と
し
天
照
園
、
鏡
泊
謬
園
、
天
理
村
、
路
一
明
言
移
民
、
安
全
農
村
等
種
々
・
な
る
形
態
が
あ

っ
て
各
々
其
の
特
質
に
よ
っ
て
責
務
の
達
成
に
全
力
を
邸
中
げ
て
居
る
の
を
見
る
の
で
る
る
。
然
し
何
分
に
も
事
費
直
後
、
高
一
帯
不
安

定
な
時
代
に
於
け
る
事
業
で
あ
り
、
又
僅
か
に
数
ヶ
年
を
出
で
ざ
る
と
と
で
あ
り
、
共
の
規
模
も
数
十
戸
乃
至
数
百
戸
に
過
ぎ
ざ
る

満
洲
農
業
移
民
の
一
形
態
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小
規
模
の
も
の
で
あ
る
か
ら
共
是
非
得
失
を
評
論
す
る
と
止
も
壇
賞
で
な
い
、
然
し
此
の
間
に
於
て
世
施
さ
れ
た
之
れ
等
教
極
の
事

例
は
買
に
貴
重
な
る
貰
験
で
あ
っ
て
向
後
の
施
設
方
策
の
上
に
多
大
の
参
考
資
料
を
提
供
し
、
幾
多
の
示
唆
を
興
へ
る
も
の
で
あ
る
。

私
は
昨
年
の
夏
満
洲
各
地
を
放
行
し
て
之
れ
等
各
種
の
移
民
形
態
に
就
て
大
樫
の
視
察
を
な
す
と
と
が
出
来
た
。
共
の
内
で
最
も
特

色
あ
る
一
形
態
と
し
て
天
理
村
を
取
り
裁
に
共
の
大
要
を
記
述
し
て
所
感
の
一
端
を
述
べ
て
見
た
い
と
忠
ふ
。

天
理
村
は
濁
江
省
阿
城
時
第
三
区
新
立
屯
、
尚
子
溝
、
一
耐
昌
抗
、
械
子
供
屯
、
郵
家
屯
の
五
部
落
に
跨
り
、
川
山
口
璃
潰
市
の
東
北
問

。
支
盟
、
即
ち
我
が
六
旦
今
の
地
賄
、
北
枠
内
十
五
度
五
十
一
分
、
東
径
百
二
十
七
度
五
十
一
分
の
地
賄
に
あ
っ
て
千
数
百
町
歩
の

而
積
を
有
す
る
天
理
教
青
年
舎
の
移
民
村
で
る
る
、
共
の
地
勢
に
は
多
少
の
起
伏
は
あ
る
け
れ
ど
も
一
般
に
組
め
て
千
却
一
な
地
面
で

あ
っ
て
見
渡
す
限
り
の
大
鹿
野
、
北
満
千
原
の
一
部
を
成
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
共
の
地
質
は
表
土
が
二
尺
乃
五
三
尺
の
黒
色
壌
土

で
、
中
居
が
粘
土
、
下
府
が
砂
土
と
い
ふ
と
と
で
る
っ
て
、
地
味
は
一
般
に
良
好
で
此
の
地
方
に
於
て
は
上
位
に
位
す
る
と
一
五
は
れ

て
居
る
、
勿
論
冬
季
の
気
温
は
相
営
に
低
く
、
夏
季
の
気
温
は
相
営
に
高
い
、
降
水
量
は
五

0
0
ミ
リ
内
外
で
、
降
水
、
快
晴
の
日

教
は
や
L

相
牛
ば
し
て
居
る
と
一
広
は
れ
る
。
人
寸
札
バ
の
凡
(
臨
的
な
数
字
を
一
不
す
と
弐
表
の
如
き
も
の
が
あ
る
。
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天
理
教
青
年
舎
が
満
洲
困
に
移
民
部
落
を
建
設
す
る
に
至
っ
た
動
機
に
就
て
深
い
と
と
は
知
る
と
と
を
得
な
い
が
「
建
設
詮
上
の

一
大
現
村
概
観
ト
}
に
は
、
と
う
書
い
て
あ
る
。

-
穴
埋
設
青
年
舎
は
、
大
正
七
年
創
立
以
来
天
理
数
胞
の
理
想
を
挫
し
、
山
本
因
な
る
信
念
を
泊
養

L
一
二
十
高
の
合
員
を
借
問
し
て
天
理
殺
の
勿
翼
と
し

て
設
内
的
に
は
大
理
数
館
、
天
即
日
図
書
館
、
天
理
外
閥
語
感
校
、
天
理
教
綜
印
刷
所
等
を
姥
設
し
て
是
等
を
天
理
教
本
郊
に
献
納
し
、
針
外
的
に

は
全
凶
に
亙
〔
J

一L
数
化
講
演
を
行
ひ
、
或
は
各
種
の
一
枇
命
日
奉
仕
を
お
し
、
或
は
又
同
家
事
縫
天
災
地
獲
に
際
し
で
も
、
貢
献
す
る
等
、
天
理
教
の

一
大
飛
躍
の
先
一
紘
者
と
し
て
活
躍
を
傾
け
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
昭
和
六
年
九
月
十
八
日
満
洲
事
擦
の
勃
愛
に
端
を
溌
し
満
洲
建
闘
な
る
や
、
組

凶
日
本
の
大
陸
同
地
出
と
其
の
生
命
線
確
保
の
銭
め
報
凶
の
熱
誠
駄
し
難
〈
、
合
員
の
総
意
を
以
て
満
洲
移
民
計
登
を
協
議
し
一
民
キ

又
以
て
共
の
勤
機
の
一
端
が
窺
は
れ
る
と
忠
ふ
。
而
し
て
、
此
の
決
議
は
昭
和
七
年
十
月
二
十
七
日
青
年
合
第
十
四
組
合
に
於
て

公
去
さ
れ
繭
来
幾
多
の
宮
地
調
夜
や
研
究
が
重
ね
ら
れ
、
諸
般
の
手
績
や
、
準
備
が
行
は
れ
、
昭
和
八
年
二
月
に
は
阿
什
河
主
作
に
於

て
約
七
千
五
百
町
歩
の
土
地
を
民
牧
す
る
こ
と
L

た
り
仮
契
約
迄
締
結
し
た
と
の
と
と
で
あ
る
が
、
組
・
々
の
事
情
で
買
牧
困
難
と
た

り
此
の
土
地
の
獲
得
は
迭
に
不
成
功
に
終
っ
た
。
庭
が
昭
和
九
年
一
月
末
一
生
勧
業
合
枇
が
昭
和
八
年
八
月
以
来
月
牧
中
の
阿
什
河
右

日
の
土
地
に
於
て
分
譲
を
受
け
る
と
と
L
な
っ
て
昭
和
九
年
七
月
廿
五
日
を
以
て
一
千
一
一
一
百
飴
町
歩
の
分
譲
手
続
を
了
し
、
此
の
土

地
を
獲
得
し
た
と
の
と
と
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
土
地
は
従
前
六
一
二
人
の
満
人
地
主
に
よ
っ
て
所
有
せ
ら
れ
併
に
七
八
一
町
歩
の
熱

地
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
二
八
六
戸
、
一
、
七
一
七
人
の
満
洲
農
民
が
居
位
し
、
大
一
阜
、
高
決
、
谷
子
(
一
栄
)
、
小
委
、
包
米
(
王
国
黍
)

を
主
要
作
物
と
し
て
農
業
を
経
営
し
、
局
二
五
二
以
、
牒
二
二
説
、
雌
一
一
一
則
、
午
二
二
刷
、
豚
二
二
五
刷
、
鶏
二
五
山
初
、
鴨
ム
ハ

九
初
、
犬
一
一
山
一
匹
の
家
寸
前
が
居
っ
た
と
い
ふ
と
と
で
あ
る
。

国

満
洲
興
業
移
民
の
一
形
態

七
七

天f~t村H!設事務所:建設途上の火王Ifl村概観て昭和九年七月 J 頁 1
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如
斯
に
し
て
此
の
土
地
は
昭
和
九
年
七
月
末
乞
以
て
天
理
教
青
年
舎
の
所
有
に
師
し
た
も
の
で
あ
る
が
共
の
移
民
地
建
設
の
計
霊

は
既
に
昭
和
九
年
三
、
山
月
の
頃
に
出
来
、
施
設
の
大
躍
は
十
一
月
始
め
に
完
成
し
、
移
民
の
募
集
は
一
月
頃
か
ら
行
っ
て
早
く
も

共
の
年
の
十
一
月
九
日
に
は
第
一
の
移
民
を
入
植
す
る
と
と
が
出
来
た
と
い
ふ
と
と
で
あ
る
。

此
の
村
の
建
設
は
如
斯
極
め
て
念
速
に
行
は
れ
た
け
れ
ど
も
出
来
上
っ
た
村
の
事
情
は
可
た
り
よ
く
整
備
し
た
も
の
が
あ
る
と
云

は
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
次
に
項
を
分
っ
て
北
ハ
D
大
要
を
記
述
し
て
見
る
。

一
土
地
の
直
剖
と
部
落
の
設
定

此
の
村
の
会
同
組
は
千
三
百
四
十
二
町
歩
飴
で
其
の
内
課
は
畑
八
百
六
十
八
町
歩
、
二
荒
地
四
百
五
十
三
町
歩
、
宅
地
二
十
町
歩

墓
地
一
町
歩
と
な
っ
て
居
る
。

市
し
て
此
の
村
内
を
中
央
、
及
び
束
、
回
の
ご
一
部
落
に
分
ち
、
各
部
落
の
中
央
に
部
落
敷
地
佐
取
り
て
数
十
戸
の
集
聞
を
諮
り
共

の
外
部
に
趨
宜
畑
地
、
植
林
地
、
墓
地
、
道
路
を
取
っ
た
も
の
で
共
の
詳
細
な
る
配
置
は
附
録
第
一
闘
に
よ
っ
て
見
る
と
と
が
出
来

吋
匂
。

二
部
落
敷
地
の
直
剖

プ

ル

ザ

ト

三
ケ
の
部
落
敷
地
の
内
・
中
央
部
落
は
之
れ
を
生
琉
旦
と
稿
し
敷
地
は
四
七

J
二
八
坪
に
し
て
他
の
部
落
敷
地
に
比
し
て
や
L
蹟

く
移
民
五
十
二
戸
の
住
宅
敷
地
の
外
、
中
央
に
康
場
が
る
っ
て
敬
合
、
事
務
所
、
墜
校
、
領
事
館
警
察
出
張
所
、
職
員
宿
合
、
教
員

宿
合
、
倉
庫
、
診
療
所
、
浴
場
、
自
動
車
庫
、
望
樟
等
の
敷
地
に
嘗
て
ら
れ
て
居
る
、
市
し
て
敷
地
内
の
道
路
は
幅
六
間
で
中
央
を

川
問
、
雨
側
を
各
一
間
と
し
て
之
れ
に
植
樹
す
る
と
と
L
な
っ
て
居
る
、
之
れ
等
の
地
直
割
は
附
録
第
二
闘
に
よ
っ
て
見
る
と
と
が

出
来
る
。

-
5
3
n
リ
ト

束
、
四
雨
部
落
の
敷
地
は
各
々
一
九
、
七
六
凶
坪
で
あ
っ
て
東
部
落
敷
地
は
ま
だ
完
成
し
な
い
が
西
部
落
は
之
れ
を
回
生
時
監
と

柏
し
、
内
に
移
民
二
十
五
戸
分
の
位
宅
敷
地
の
外
二
戸
の
常
備
背
力
会
敷
地
、
集
談
所
と
之
れ
に
棟
続
き
と
友
れ
る
物
品
配
給
所
、



直
長
宅
、
答
室
、
事
務
所
等
の
敷
地
が
取
ら
れ
て
居
る
。

三

移

民

の

性

宅

移
民
の
位
宅
は
新
移
住
地
の
施
設
に
於
て
最
も
重
要
注
る
も
の

L

一
つ
で
あ
る
が
、
此
の
村
に
於
て
は
一
戸
三
百
坪
の
敷
地
を
興

へ
、
内
に
葉
茸
平
家
二
十
一
坪
の
住
宅
と
便
所
共
の
他
の
附
属
小
合
を
建
て
、
家
屋
の
間
取
は
附
録
第
三
闘
の
如
く
に
し
て
三
簡
の

居
室
と
三
筒
の
士
聞
と
を
有
し
て
居
る
、
而
し
て
暖
房
装
置
と
し
て
は
オ
ン
ド
ル
を
用
ひ
、
採
光
装
置
と
し
て
は
電
燈
を
朋
ひ
、
組

め
て
好
過
の
施
設
が
出
来
て
居
る
、
市
し
て
家
屋
の
外
視
亦
よ
く
整
ひ
、
特
に
敷
地
の
一
一
一
百
坪
は
・
民
々
と
し
た
る
前
庭
を
た
し
て
好

感
を
輿
へ
る
も
の
が
あ
る
。
北
持
活
屯
附
兵
制
h

肢
に
於
て
給
興
し
た
る
位
宅
は
建
坪
一
七
・
五
坪
位
宅
の
敷
地
百
五
十
坪
に
し
て
本

村
の
そ
れ
に
比
じ
遥
か
に
粗
末
の
も
の
な
り
し
と
と
を
想
起
す
る
。

問

教

育

施

設

移
牲
者
が
新
郷
土
に
於
て
心
痛
す
る
一
つ
の
と
と
は
子
女
の
教
育
問
題
で
あ
る
、
即
ち
新
移
住
地
に
於
て
は
兎
角
教
育
設
備
を
欠

き
子
女
の
教
育
に
困
る
の
で
あ
る
、
然
る
に
此
D
村
に
於
て
は
棟
瓦
活
平
家
一
八
一
坪
の
小
島
十
校
合
を
有
し
、
校
長
一
人
(
村
長
粂

任
)
、
訓
導
男
一
人
、
女
二
人
の
職
員
を
置
き
昭
和
九
年
十
二
月
五
日
よ
り
開
校
し
て
、
我
関
内
地
と
何
等
兵
る
所
な
く
子
女
の
教
育

を
な
し
得
る
と
と
L
た
っ
て
居
る
。

五

時

療

施

設

史
に
満
洲
農
業
移
民
の
最
も
懸
念
す
る
所
は
移
住
地
に
於
け
る
韓
療
施
設
の
友
き
と
と
で
る
る
、
此
の
村
に
於
て
は
煉
瓦
埴
千
家

建
三
七
・
五
坪
の
診
療
所
を
置
き
、
開
業
鶴
一
、
若
護
婦
二
、
応
婆
一
入
が
あ
っ
て
村
民
の
診
療
を
な
す
の
み
な
ら
や
、
場
合
に
よ

っ
て
は
満
人
に
封
し
で
も
往
診
を
な
し
て
居
る
と
の
と
と
で
あ
る
。

h

ハ

治

安

の

施

設

更
に
満
洲
農
業
穆
民
の
最
も
大
き
な
心
配
は
治
安
の
と
と
で
あ
る
、
特
に
本
村
は
元
匪
賊
の
泉
街
地
帯
と
い
は
れ
た
所
で
釘
陀
施

満
洲
農
業
移
民
の
一
形
態

七
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設
は
最
も
必
要
な
と
と
で
あ
る
、
之
れ
に
釘
し
木
村
に
於
て
は
可
た
り
行
き
日
聞
い
た
施
設
が
潟
さ
れ
て
あ
る
。
即
ち
先
づ
部
落
の
問

固
に
は
深
さ
九
尺
、
山
八
尺
の
壕
と
、
高
さ
一
九
尺
の
土
堤
と
乞
廻
ら
し
、
堤
上
に
は
餓
依
網
干
一
張
っ
て
五

O
Oボ
ル
ト
の
-
電
流
が
一
迎

ぜ
ら
れ
て
居
る
、
叉
西
市
、
東
北
の
二
階
に
は
砲
塔
を
設
け
、
問
周
の
堤
防
に
は
所
k

に
機
闘
銃
座
を
設
け
て
あ
る
、
市
し
て
夜
間

は
部
落
の
山
間
に
電
燈
を
賠
じ
て
外
部
は
明
る
く
、
内
部
は
聞
く
す
る
様
に
装
置
し
て
る
る
、
叉
部
落
の
内
に
は
机
口
一
悶
賓
組
領
事
館

警
察
署
天
理
村
派
遣
所
が
る
っ
て
常
に
二
名
の
巡
抗
が
派
遣
さ
れ
て
あ
る
、
又
兵
器
も
軍
銃
、
軽
機
閥
銃
、
小
銃
、
弾
薬
等
が
備
へ

で
あ
っ
て
高
一
の
場
合
に
別
意
し
で
あ
る
、
而
し
て
主
聞
は
移
民
の
子
弟
ム
ハ
名
が
東
四
一
山
門
に
歩
哨
と
し
て
立
ち
、
夜
間
は
移
民
を

一
九
分
隊
に
分
け
て
一
分
隊
宛
交
代
に
徹
有
警
備
の
住
に
詰
っ
て
居
る
の
で
あ
る
、
向
ほ
此
底
に
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
中
央
部
落
敷
地

内
に
無
紋
電
信
局
が
置
い
で
あ
っ
て
何
時
で
も
伶
爾
演
と
通
信
を
な
し
作
る
と
い
ふ
と
と
で
る
っ
て
、
此
の
施
設
に
よ
っ
て
、

事
あ
る
場
合
は
電
紘
の
故
防
を
心
配
す
る
と
と
な
く
府
爾
演
に
通
じ
て
確
貰
に
援
助
友
求
む
る
と
と
が
出
来
る
殺
に
な
っ
て
居
る
の

で
あ
る
。

七
交
通
、
通
信
、
連
絡
の
施
設

本
村
は
前
越
の
如
く
貯
爾
演
市
外
ム
ハ
虫
飴
の
所
に
あ
り
て
比
較
的
交
通
、
通
信
の
便
が
聞
け
て
居
る
け
れ
ど
も
注
中
に
阿
什
河
が

あ
っ
て
時
に
氾
般
の
恐
れ
が
あ
る
、
又
雨
期
、
解
氷
期
は
勿
論
、
降
雨
の
度
毎
に
道
路
の
泥
棒
一
一
一
円
諸
に
絶
す
る
も
の
が
あ
る
と
い
ふ

と
と
で
あ
る
。
そ
と
で
本
村
に
於
て
は
道
路
及
橋
梁
の
修
迎
、
新
設
に
努
力
し
て
漸
失
改
良
が
加
へ
ら
れ
つ
L
あ
る
、
而
し
て
交
通

機
闘
と
し
て
は
二
噸
牛
訟
の
貨
客
雨
別
の
ト
ラ
ッ
ク
を
有
し
勾
日
一
往
復
乃
至
二
往
復
し
て
居
る
、
又
村
に
は
有
線
電
話
の
設
備
も

あ
っ
て
又
前
越
の
通
り
無
電
も
あ
っ
て
昨
日
繭
演
市
内
と
は
勿
論
、
内
地
、
鮮
満
各
地
と
も
電
報
の
交
換
が
可
能
で
あ
る
。
又
村
事
務

所
に
は
満
州
岡
切
手
代
岱
所
が
あ
り
、
郵
便
物
は
毎
日
ト
ラ
ッ
ク
使
で
日
常
繭
演
に
向
っ
て
護
交
を
し
て
居
る
。

八
信
仰
及
娯
柴
の
施
設

本
村
は
特
殊
の
宗
教
的
移
民
闘
で
あ
る
か
ら
、
信
仰
に
闘
す
る
施
設
の
必
要
な
る
と
と
は
云
ふ
迄
も
た
い
と
と
で
る
る
が
、
此
の

Hわliと村とのI切に於けるトラック運行所要時n日はIl'近、解氷j釘又は雨後雨三日間は
二時間乃至一目、普通は一時間十五分乃至一時間牛、結氷期は三十五分乃至 I~I十分
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矯
め
に
中
央
部
落
敷
地
の
康
場
に
堂
々
た
る
煉
瓦
謹
一
や
家
八
七
坪
の
数
舎
を
有
し
、
内
に
紳
々
し
き
一
川
床
を
設
け
、
上
段
、
榊
保
安

一柳
H
A
(

室
、
輯
拝
場
(
五
十
昼
敷
)
、
闘
書
室
、
市
一
ず
が
あ
っ
て
村
氏
は
朝
夕
此
虚
に
参
集
し
て
信
仰
の
感
培
乞
な
し
て
居
る
。
而
し
て
此

底
は
又
村
民
の
倶
架
部
と
し
て
慰
安
の
場
所
と
も
な
り
、
叉
娯
楽
の
場
所
と
も
な
っ
て
居
り
、
常
に
参
集
談
話
の
機
命
日
が
輿
へ
ら
れ

て
ゐ
る
、
ラ
ヂ
オ
も
此
庭
に
据
付
け
て
る
る
。

九

共

同

施

設

向
ほ
此
の
村
に
於
て
は
程
々
な
共
同
事
業
を
や
っ
て
賠
る
が
共
施
設
の
重
な
る
も
の
を
拳
げ
て
見
る
と

イ
物
品
配
給
施
設

移
民
者
の
生
活
必
需
品
共
の
他
の
物
品
は
凡
て
之
れ
を
配
給
所
に
於
て
仕
入
れ
、
之
れ
を
村
民
に
配
給
し
て
居
る
の
で
あ
る
が

昨
附
演
の
市
債
よ
り
も
一

l
二
割
安
債
な
り
と
も
一
五
ふ
て
居
る
、
而
し
て
此
の
際
配
給
所
用
の
手
形
が
琵
行
せ
ら
れ
て
居
る
が
之

れ
は
村
内
に
於
て
一
種
の
通
貨
と
し
て
通
則
し
、
村
内
凡
て
の
買
買
支
梯
に
用
ひ
ら
れ
て
居
る
と
と
は
奇
と
す
べ
き
で
あ
る
。

川
共
の
外
製
粉
機
、
(
五
馬
力
)
、
精
米
機
(
十
五
一
局
力
)
を
設
備
し
、
蹄
鍛
工
場
、
鍛
冶
工
場
、
養
蜂
場
、
議
羊
豚
場
、
漬
物
工

場
、
温
室
、
野
菜
貯
蹴
席
、
迎
賓
合
、
共
同
倉
庫
等
種
々
伝
設
備
が
あ
っ
て
夫
々
一
ば
い
の
活
動
を
し
て
居
る
様
で
あ
る
。

十
川
市
雨
潰
市
に
於
け
る
施
設

克
に
仏
川
爾
演
市
に
は
昭
和
八
年
四
月
一
日
よ
り
天
理
村
建
設
事
務
所
を
開
設
し
て
諸
般
の
創
業
事
務
を
執
り
来
っ
た
も
D
で
あ
る

が
、
北
ハ
後
敷
地
七
百
六
十
坪
の
内
に
煉
瓦
建
千
九
条
九
十
八
坪
の
M
m
H

爾
潰
市
連
絡
所
を
設
け
て
連
絡
事
務
を
執
り
、
床
下
に
四
十
坪
の

地
下
室
を
有
し
て
物
の
貯
蔵
を
な
し
、
叉
木
造
亜
鉛
板
葺
三
十
坪
の
販
賢
所
を
建
て
村
の
生
産
物
を
昨
日
市
に
版
賢
し
、
叉
三
十
坪
の

背
力
合
鎌
倉
庫
を
浩
っ
て
村
よ
り
出
て
来
た
馬
車
夫
の
宿
合
及
野
菜
共
他
の
倉
庫
に
営
て
居
る
の
を
見
る
の
で
あ
る
。

十
一
村
建
設
の
所
要
資
金
と
共
の
財
源

如
上
の
建
設
を
な
す
に
古
っ
て
幾
何
の
資
金
を
要
す
る
や
、
共
の
財
源
は
何
底
に
之
れ
を
求
む
る
や
は
主
要
左
問
題
で
あ
る
、
然

満
洲
民
業
移
民
の
一
形
態

/¥、
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し
之
れ
に
闘
し
て
は
充
分
明
か
に
す
る
と
と
を
作
ざ
る
を
以
て
、
北
ハ
の
濠
算
と
し
て
計
上
せ
ら
れ
た
る
所
に
J

此
き
大
要
を
見
る
と
建

品交
究
は
~_LJ 

万
三股1
5ず
82 
2円共
ーの
ご内
ス E宰
δ は
情f
-H士
、ノ

築
治
費

円

一六、

0
0
0

'
K
曲川山

h--v

こ

1
4

建
物
費

設
備
変

貸
付
金
へ
農
家
百
戸
に
却
し
土
)
一
九
九
、
問
。
。

/
地
代
以
外
の
貸
付
金
」

三

O
、0
0
0

一O
、0
0
0

経
常
費

二

O
、0
0
0

官十

四
一
五
、
問
。
。

然
し
之
れ
は
建
設
営
時
の
橡
算
で
あ
っ
て
、
宮
際
は
幾
何
を
要
し
た
か
余
に
は
不
明
で
あ
る
、
恐
ら
く
之
れ
以
上
を
要
し
た
る
も

の
と
見
る
べ
く
、
又
共
後
注
入
し
た
る
資
金
も
る
る
を
以
て
今
日
迄
に
使
用
せ
ら
れ
た
る
資
金
は
相
営
多
額
に
上
る
べ
く
余
の
聞
き

た
る
所
に
よ
れ
ば
今
迄
の
底
(
昭
和
十
一
年
六
月
)
約
七
十
万
闘
に
一
起
し
て
居
る
、
市
し
て
将
来
は
百
万
闘
を
入
れ
て
百
戸
の
移
民

を
忠
清
す
る
考
へ
で
あ
る
と
の
と
と
で
あ
る
。

市
し
て
此
の

E
樹
の
資
金
は
天
町
教
青
年
合
々
一
員
三
十
数
万
人
の
も
の
が
年
一
同
宛
を
醸
出
し
た
る
合
費
で
あ
っ
て
組
め
て
貴
重

な
金
で
は
あ
る
が
比
較
的
困
難
少
く
集
め
符
ら
れ
た
、
U

の
で
る
る
。

以
上
は
本
村
に
於
け
る
移
住
施
設
の
大
裂
で
あ
る
が
、
地
問
似
の
整
明
、
住
宅
の
完
備
、
街
生
、
教
育
、
警
備
、
交
通
、
共
同
施
設

等
夫
々
行
届
い
た
施
設
が
賀
行
せ
ら
れ
て
居
る
の
を
見
る
の
で
あ
る
。
と
の
と
と
は
・
買
に
本
村
の
一
'
大
特
色
で
あ
っ
て
移
民
貫
施
の

上
に
多
大
の
参
考
と
な
る
べ
き
貼
で
あ
る
、
会
は
其
の
所
感
を
述
ぶ
る
前
に
向
ほ
村
の
現
況
に
就
て
少
し
く
記
述
す
る
必
要
が
あ
る

と
忠
ふ
。

五

村
の
現
況
に
就
て
も
之
れ
を
数
項
に
分
ち
て
霊
要
た
る
一
事
項
の
記
述
左
試
み
る
と
と
L

す
る
。

f勾ほ本村の諮ー施設に於ては北海道屯閲兵制度に於ける施設と相劉照考努きすれば、興
味深きものがある、之れに就ては1H1者北海道屯I司兵制度を参照せられ皮L。
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此
の
村
に
居
住
す
る
も
の
、
又
は
直
接
闘
係
を
布
す
る
も
の
は
所
員
と
稲
す
る
も
の
と
、
村
方
と
稿
す
る
も
の
と
、
満
人
と
の
三

者
で
あ
る
。
此
の
内
所
員
は
事
務
所
に
勤
む
る
職
員
十
人
の
外
傭
員
同
人
、
小
型
校
教
員
三
人
、
臨
時
傭
員
三
人
で
合
計
二
十
人
で

あ
る
、
(
内
村
在
住
の
も
の
十
人
、
日
れ
H

繭
潰
在
住
の
も
の
十
人
)
村
方
と
は
移
住
者
を
言
ふ
も
の
で
る
っ
て
昭
和
九
年
十
一
月
九
日
第

一
同
の
入
航
に
於
て
間
十
三
戸
、
二
百
川
名
、
翌
昭
和
十
年
十
月
三
日
第
二
回
の
入
舶
に
於
て
十
八
戸
、
百
十
五
名
の
移
住
が
あ
っ

た
の
で
る
る
が
共
後
多
少
の
移
動
が
あ
っ
て
昭
和
十
一
年
一
月
十
五
日
の
現
在
で
は
六
十
四
戸
、
三
百
三
十
三
人
で
あ
る
。
今
之
れ

村
の
居
住
者
及
共
の
戸
口

を
北
川
の
出
身
地
方
に
分
け
て
見
る
と
弐
去
の
如
く
に
し
て
我
図
各
地
方
か
ら
移
住
し
た
者
で
あ
る
と
と
が
明
る
。

編静長踊 111悲秋背北 1lH 
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市
し
て
入
前
後
に
於
け
る
移
動
は
戸
敢
に
於
て
三
戸
を
増
し
、
人
員
に
於
て
呼
寄
せ
九
人
、
出
生
十
五
人
、
計
二
十
四
人
を
増
し

死
亡
に
於
て
五
人
を
減
少
し
、
果
克
十
九
人
の
増
加
を
見
た
と
の
と
と
で
あ
る
。
如
斯
移
動
兆
一
だ
少
く
、
特
に
入
植
者
の
退
圏
せ
る

も
の
全
く
な
き
と
と
は
置
に
此
の
村
の
一
大
特
色
と
云
ふ
べ
く
、
共
の
施
設
の
良
き
結
果
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

満
洲
民
業
移
民
の
一
形
態

/¥、
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民
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民
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一
形
態
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向
ほ
之
れ
を
年
齢
別
に
し
て
見
る
と
次
表
の
如
く
に
し
て
性
別
に
於
て
も
、
年
齢
別
に
於
て
も
健
全
な
る
杭
合
同
構
成
な
な
す
も
の

と
思
は
れ
る
。
之
れ
県
立
此
の
村
の
移
牲
者
が
前
記
の
如
き
施
設
に
よ
っ
て
一
家
放
の
招
致
を
・
な
し
た
る
結
果
に
し
て
施
設
の
影
響

を
願
は
す
一
参
考
事
費
な
り
と
信
守
る
。

間三二一一
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四一牟

(
附
利
十
一
年
一
月
十
五
日
制
)

尚
人
の
内
に
は
小
作
人
た
る
も
の
と
労
働
考
た
る
も
の
と
が
あ
っ
て
小
作
人
は
移
民
一
戸
に
針
し
一
戸
の
割
合
を
以
て
配
屈
す
る

と
と
L

せ
ら
れ
、
労
働
者
は
之
れ
等
小
作
人
の
門
よ
り
怖
入
れ
る
も
の
と
苦
力
宿
合
内
に
起
伏
す
る
純
労
働
者
と
の
二
種
類
が
あ
る

が
何
れ
も
北
ハ
の
貫
教
は
知
る
こ
と
を
得
な
か
っ
た
。

二

村

の

事

務

村
の
事
務
は
中
央
部
孫
に
あ
る
天
理
村
事
務
所
に
於
て
執
っ
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
北
ハ
底
に
村
長
以
下
各
部
落
に
医
長
、
班
長
を

置
き
、
事
務
所
に
政
務
、
経
一
計
、
敦
化
、
警
備
、
庶
務
合
計
の
五
部
を
置
き
、
更
に
共
の
下
に
多
く
の
係
を
置
い
て
事
務
を
分
掌
し

て
居
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
共
の
係
に
属
す
る
も
の
は
多
く
村
方
の
も
の
で
あ
っ
て
、
将
来
は
共
の
長
た
る
も
の
、
又
は
主
任
た
る

も
成
る
べ
く
村
方
よ
り
出
し
て
、
村
会
開
を
完
全
な
る
自
治
問
と
し
た
い
と
の
希
望
で
あ
る
と
聞
く
。

村
氏
の
農
業
経
皆
及
共
の
粧
前

天fijt~土利主主常高等tl、 ~Ij~校 :ðミ古killi:F;ー盟主 1112--13. 



本
村
の
移
住
者
は
前
記
の
如
く
第
一
回
の
移
住
は
昭
和
九
年
十
一
月
九
日
で
あ
っ
た
か
ら
、
北
パ
の
民
業
経
替
は
翌
昭
和
十
年
か
ら

始
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
今
昭
和
十
、
十
一
年
の
良
作
事
怖
を
見
る
に

手事

作1;lItl
引l
付1m
四
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一
家
十
町
歩
耕
作
を
目
標
と
す
る
本

村
と
し
て
は
殆
ん
ど
完
成
に
泣
き
経
皆
而
杭
を
有
す
る
も
の
で
る
る
、
如
斯
く
首
初
よ
り
充
分
な
る
而
誌
の
耕
作
を
な
し
得
る
は
又

即
ち
一
戸
一
小
均
の
作
付
耐
積
は
昭
和
十
年
は
七
・
三
町
、
昭
和
十
一
年
は
九
町
民
相
首
し
、

本
村
の
移
住
地
並
に
共
の
施
設
の
然
ら
し
め
た
る
一
特
長
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
而
し
て
作
物
と
し
て
は
普
通
満
洲
に
於
け
る
畑
作

物
で
あ
る
が
大
姿
、
小
豆
、
腕
豆
の
如
き
も
の
を
新
ら
し
き
作
物
と
し
て
見
る
と
と
が
出
来
ょ
う
、
又
疏
菜
栽
培
は
府
市
に
近
き
閥

係
上
最
も
有
利
な
る
作
物
で
あ
っ
て
将
来
益
々
増
加
さ
る
L
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

而
し
て
此
れ
等
民
業
の
粧
品
同
は
現
在
で
は
移
住
者
五
戸
を
以
て
一
班
と
な
し
各
班
毎
に
共
同
を
以
て
す
る
も
の
で
あ
る
が
何
れ
は

満
洲
農
業
移
民
の
一
形
態

/¥ 
五
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満
洲
農
業
移
民
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一
形
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各
戸
の
粧
替
に
移
る
べ
き
も
の
と
忠
は
れ
る
、
然
し
高
産
、
蹄
錦
、
製
粉
、
精
米
、
法
廃
加
工
の
如
き
も
の
は
各
班
の
内
か
ら
之
れ

等
の
仕
事
に
趨
営
す
る
も
の
を
川
し
て
金
村
の
共
同
粧
告
と
・
な
っ
て
居
る
、
市
し
て
共
代
理
と
し
て
村
全
惜
の
負
捨
に
於
て
渦
人
を

屈
仰
し
て
之
れ
を
北
ハ
の
班
に
選
っ
て
帥
労
働
に
服
ぜ
し
め
て
居
る
、
勿
論
之
れ
等
の
人
建
は
特
技
乞
持
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
特
別
の

報
酬
を
交
く
べ
き
で
あ
る
が
、
今
の
底
別
に
か
L

る
と
と
も
た
く
出
来
秋
に
於
て
他
の
班
員
と
同
様
な
分
配
を
受
け
て
居
る
と
の
と

と
で
あ
る
。
而
し
て
昭
和
十
一
年
度
に
於
け
る
生
琉
車
部
落
間
十
三
戸
が
経
管
す
る
前
記
作
物
三
五
川
町
、
疏
茶
コ
二
二
・
コ
一
町
の
粧

替
に
就
て
牧
支
の
計
算
乞
見
る
と

一
般
作
物
の
牧
入

疏

茶

の

牧

入

漬

物

の

牧

入

峰

賓

の

牧

入

雑

収

入

=
二
、

o一
ニ
一
同

六、
O
七
八

一
問
、
八
一
一
一一一一一
三

O

五一一、
.
0
六
三

こ
れ
に
釘
し
作
支
出
川
五
、
八
八
二
同
、
差
引
六
二
八
一
闘
の
利
益
と
な
っ
て
之
れ
を
一
戸
に
制
官
て
る
と
、
収
入

一
二
二

O
凶
、
支
出
一
、

O
六
七
問
、
差
引
利
益
一
間
三
闘
と
な
っ
て
居
る
。
此
の
牧
入
額
は
満
洲
出
家
と
し
て
は
決
し
て
不
良
の

で
あ
っ
て
、

も
の
に
る
ら
や
拓
務
省
移
民
の
収
支
橡
算
に
於
て
年
牧
七
五

O
悶
乃
至
八

O
O閥
、
年
支
出
五
五

O
問
、
差
引
利
径
二

0
0
1二
五

O
同
と
見
積
れ
る
に
比
し
牧
支
の
制
や
L

多
く
、
利
益
の
額
や
L
少
き
を
見
る
の
で
あ
る
が
此
の
地
移
民
の
粧
掛
の
や
L
大
な
る
を

知
る
の
で
あ
る
、
特
に
此
の
移
民
地
に
於
て
は
貯
爾
前
市
に
近
き
を
以
て
疏
菜
、
漬
物
等
の
販
資
せ
ら
る
L
も
の
多
く
極
め
て
有
利

な
る
も
の
あ
る
と
と
を
認
む
べ
き
で
あ
る
。

然
し
之
れ
は
現
在
の
所
で
あ
っ
て
将
来
各
戸
が
満
立
純
皆
に
入
っ
た
時
に
如
何
に
友
る
か
と
い
ふ
想
定
に
就
て
見
る
に
一
民
家
州

一
O
町
歩
の
経
営
と
し
て
之
れ
に
嬰
す
る
同
定
資
金
(
土
地
代
、
川
培
管
物
、
動
物
、
山
民
共
〉
二
、
三
コ
一

O
闘
、
抗
日
営
資
金
八
六
問
闘
、

木村辰雄:満洲特産月報第二谷第二銃頁 297--298.
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計
三
二
九
山
闘
で
る
る
が
元
来
此
の
村
の
移
民
は
全
く
無
資
本
の
も
の
と
云
ふ
想
定
で
あ
る
か
ら
此
の
資
金
は
全
部
借
入
れ
る
も

の
と
す
る
。
然
し
凡
て
無
利
子
で
あ
っ
て
始
め
三
ヶ
年
聞
は
据
置
い
て
後
廿
ヶ
年
間
に
均
首
年
賦
を
以
て
返
却
す
る
と
と
L

な
っ
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。
従
て
共
の
収
支
は
年
に
よ
っ
て
異
る
と
と
L
な
る
の
で
あ
る
が
先
づ
借
入
金
の
返
還
を
た
さ
Y

る
紅
皆
第
三
年
目

に
於
て
は
年
牧
入
一
、
一

O
ム
ハ
岡
、
年
支
出
八
九

O
闘
で
差
引
利
益
二
二
ハ
国
と
な
り
、
借
入
金
を
支
抑
中
即
ち
純
管
第
四
年
よ
り

以
後
二
十
ヶ
年
間
に
於
て
は
収
入
一
、
二
一
点
閥
、
支
出
一
、

O
五
O
闘
、
差
引
利
径
七
六
回
と
な
り
、
更
に
借
入
金
の
全
部
を
返
消

し
た
る
年
以
後
即
ち
れ
営
第
二
十
同
年

H
よ
り
は
牧
入
一
二
二
六
回
、
支
出
八
九

O
同
、
差
引
利
益
二
三
六
同
と
な
る
と
一
五
ふ
計

算
で
あ
る
、
然
し
之
れ
等
の
と
と
は
全
く
想
像
計
算
で
あ
る
と
と
を
云
ふ
て
置
く
。

....... 
J、

以
上
余
は
天
理
村
の
泊
午
、
施
設
、
現
況
等
に
就
て
大
安
を
記
述
し
た
り
。
さ
れ
ば
拾
に
か
L

る
移
民
法
が
満
洲
農
業
移
民
法
と

し
て
の
趨
否
如
何
の
問
題
を
考
察
す
べ
き
で
あ
る
。

元
来
今
迄
賀
施
せ
ら
れ
た
満
洲
農
業
移
民
に
就
て
翻
る
に
前
述
の
如
く
種
々
な
形
態
が
あ
っ
て
種
々
に
之
れ
を
分
類
考
察
す
る
と

と
が
出
来
る
。
市
し
て
私
は
最
も
興
味
あ
る
一
分
類
法
と
し
て
之
れ
を
施
設
型
と
非
施
設
型
と
に
分
け
る
と
と
が
出
来
る
と
忠
ふ
。

此
の
分
け
方
は
兆
一
だ
趨
切
な
ら
ざ
る
一
五
ひ
現
は
し
方
か
も
知
れ
た
い
が
、
私
の
意
味
す
る
所
は
移
民
を
入
植
す
る
に
営
っ
て
土
地
の

整
理
、
住
宅
並
に
農
合
の
建
築
は
勿
論
、
早
校
、
病
院
、
御
寺
又
は
数
合
、
警
察
署
等
移
民
閤
臨
と
し
て
必
要
な
る
種
々
の
施
設
を

入
植
前
に
於
て
殆
ん
ど
全
部
完
成
し
て
置
い
て
共
慮
に
移
民
を
入
植
せ
し
む
る
型
と
、
之
れ
等
む
施
設
を
殆
ん
ど
全
く
な
す
と
と
た

く
、
土
地
も
未
だ
充
分
整
理
せ
ら
れ
歩
、
家
北
ハ
の
他
の
建
物
も
未
だ
建
築
せ
ら
れ
や
J

、
満
人
の
古
家
屋
な
ど
を
買
入
れ
て
之
れ
に
数

人
の
移
民
を
入
れ
、
凡
て
の
施
設
は
移
民
の
入
航
後
に
於
て
な
す
と
云
ふ
が
如
き
型
と
こ
た
通
り
の
型
が
あ
る
と
思
ふ
、
而
し
て
前

者
を
施
設
型
と
稲
し
、
後
者
を
非
施
設
型
と
稲
し
た
の
で
あ
る
。
勿
論
北
ハ
の
施
設
の
如
何
は
説
度
の
問
題
で
あ
づ
て
附
者
の
聞
に
割

満
洲
農
業
移
民
の
一
形
憩

li、
七



満
洲
民
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民
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一
形
態
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然
た
る
直
別
は
之
れ
を
設
け
る
と
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
が
、
北
較
的
に
充
分
な
る
施
設
を
し
て
あ
る
も
の
を
施
設
型
と
郁
し
、

比
較
的
不
充
分
な
る
施
設
よ
り
し
て
た
い
も
の
を
非
施
設
型
と
一
五
ふ
位
の
と
と
に
な
る
。

而
し
て
此
の
雨
者
の
聞
に
は
相
釘
加
す
べ
き
幾
多
の
符
夫
が
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
施
設
型
に
於
て
は

一
移
民
は
入
植
首
時
に
於
け
る
苦
労
を
著
る
し
く
減
少
す
る
。

一一一一一五

而
し
て
首
初
よ
り
家
族
を
同
伴
し
て
移
住
す
る
と
と
が
同
来
る
。

従
て
家
庭
生
活
又
は
農
業
経
門
前
の
上
に
不
白
山
を
感
や
る
こ
と
少
な
く
、
新
移
住
地
に
於
け
る
寂
実
感
も
殆
ん
ど
な
き
と
と

移
民
の
肱
募
者
も
多
く
趨
切
な
る
移
住
者
を
容
易
に
獲
得
す
る
と
と
が
出
来
る
。

叉
入
植
後
、
家
屋
建
築
、
共
の
他
の
需
め
に
心
持
を
刑
判
凶
る
と
と
な
く
、
直
ち
に
専
心
農
耕
に
従
事
す
る
と
占
が
出
来
る
。

と
一
五
ふ
様
友
利
賄
が
単
げ
ら
れ
る
と
思
ふ
、
然
し
共
の
b
T
耐
に
於
て
は

一
施
設
を
な
す
が
矯
め
に
一
時
に
多
胡
の
究
加
を
裂
す
る
と
と
。

一一一一一

従
て
一
定
額
の
珠
算
を
以
て
し
て
は
多
数
の
移
民
を
移
航
す
る
と
と
が
出
来
な
い
と
と
。

移
民
は
入
植
常
時
に
於
け
る
苦
持
を
控
除
せ
今
、
奮
助
努
力
を
扶
く
を
以
て
や
L
困
難
な
る
事
柄
に
際
命
目
す
れ
ば
忽
ち
に
し

て
挫
折
す
る
が
如
き
弊
風
を
殻
生
し
易
き
と
と
。

(五J(VLJJ 

叉
共
の
土
地
、
共
の
部
落
に
封
し
特
殊
の
閥
係
を
快
き
て
郷
土
愛
着
の
念
部
く
や
L
も
す
れ
ば
定
斎
心
を
快
く
に
五
る
と
と

之
れ
等
施
設
に
裂
し
た
る
多
額
の
金
は
園
費
の
支
出
に
仰
ぐ
か
又
は
有
士
山
家
の
寄
附
に
仰
ぎ
た
る
も
の
に
あ
ら
ざ
る
限
り
は

将
来
に
於
て
移
民
が
負
擦
逗
謹
ず
べ
き
も
の
で
あ
る
従
て
将
来
に
過
大
の
負
捨
を
生
や
る
恐
れ
が
あ
る
と
と
。

な
ど
の
快
賄
が
あ
る
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。
之
れ
に
反
し
非
施
設
型
の
移
民
に
於
て
は

移
民
入
航
の
営
時
費
用
を
要
す
る
と
と
比
較
的
に
'
少
な
く
、
又
施
設
の
一
部
を
移
民
自
身
に
於
て
な
す
と
と
L
な
る
を
以
て

粧
品
孔
の
上
に
於
て
も
大
に
節
約
せ
ら
れ
る
理
で
あ
る
。



(J!q) (三)(二)

従
て
又
一
定
額
の
抽
出
算
を
以
て
施
設
型
に
比
す
れ
ば
比
較
的
に
多
数
の
移
民
を
移
航
す
る
と
と
が
出
十
然
る
こ
と
L
な
る
。

又
移
民
者
は
共
の
施
設
に
要
す
る
費
用
の
一
部
分
を
自
ら
労
働
し
て
牧
入
す
る
と
と
が
出
来
て
移
民
の
経
消
が
助
け
ら
れ
る

叉
移
民
者
自
ら
が
土
地
を
開
き
、
家
屋
を
諮
り
、
井
戸
を
掘
り
、
道
路
を
設
く
る
な
ど
、
有
ゆ
る
努
力
を
な
し
て
建
設
し
た

る
部
落
な
る
を
以
て
之
れ
に
封
し
て
は
無
肢
の
愛
清
を
感
や
る
も
の
で
あ
っ
て
、
共
庭
に
よ
く
定
着
す
る
と
と
が
出
来
る
。

ぼ
従
て
又
共
川
一
致
の
精
榊
も
強
く
よ
く
共
の
部
落
を
守
り
、
部
落
を
琵
建
せ
し
む
る
と
と
が
出
来
る
。

と
い
ふ
椋
な
利
鞘
が
奉
げ
ら
れ
る
が
、
叉
此
れ
に
於
て
は

一
移
民
は
入
航
首
時
土
地
の
整
盟
、
住
宅
の
建
設
、
紘
一
一
備
の
施
設
、
共
の
他
非
常
に
多
く
の
仕
事
を
有
し
て
出
業
に
専
念
す
る

と
と
が
出
来
な
い
。

又
家
放
を
同
仲
す
る
と
と
が
出
来
な
い
e

一一五な
ど
の
快
鮎
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

即
ち
此
の
二
つ
の
型
に
は
夫
々
相
反
す
る
得
失
が
あ
る
と
一
五
は
・
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
今
天
理
村
に
就
て
之
れ
を
考
察
す
る
に
天

理
村
は
典
形
的
な
施
設
型
で
あ
っ
て
共
の
利
黙
と
す
る
所
は
各
所
に
現
は
れ
よ
く
共
の
特
質
が
殻
揮
せ
ら
れ
て
居
る
と
忠
ふ
。
と
の

と
と
は
上
越
の
現
況
共
の
他
に
よ
っ
て
了
解
が
出
来
る
所
で
あ
る
が
一
度
村
に
入
っ
て
共
の
賀
況
を
見
る
と
如
何
に
も
よ
く
出
来
た

移
民
村
で
あ
っ
て
、
移
民
者
は
何
れ
も
皆
満
足
を
以
て
定
荒
し
て
居
る
様
子
が
読
は
れ
る
の
で
あ
る
、
勿
論
之
れ
に
は
此
の
村
の
宗

教
的
国
酷
で
あ
っ
て
特
殊
な
精
神
作
用
が
影
響
す
る
と
一
五
ふ
と
と
も
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
や
は
り
此
の
充
分
な
る
施
設
が
あ
っ

て
始
め
て
此
の
成
績
を
奉
げ
得
る
も
の
と
思
は
れ
る
り
で
あ
る
。

従
て
多
く
の
疲
労
と
、
生
前
の
荒
怠
と
を
来
す
と
と
。

而
し
て
遂
に
は
共
の
土
地
を
棄
て
L

他
へ
柚
特
出
す
る
が
如
き
と
と
が
る
る
。

従
て
又
移
民
の
昨
応
募
者
を
件
る
と
と
が
困
難
を
来
す
と
と
も
あ
る
。

満
洲
段
業
移
民
の
一
形
態
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次
に
施
設
型
の
依
貼
と
す
る
貼
に
就
て
親
る
に
第
一
部
二
の
貼
即
ち
非
常
に
多
額
の
安
川
を
妥
し
従
っ
て
飴
り
多
数
の
移
民
を
入

航
し
件
ざ
り
し
と
と
は
確
か
に
之
れ
を
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
余
は
此
の
村
に
於
て
か
L

る
施
設
を
な
す
舟
に
果
し
て
幾
何
の

費
用
を
要
し
た
か
に
就
て
は
充
分
明
か
に
す
る
と
と
を
仰
な
い
け
れ
ど
も
今
迄
の
所
で
少
く
と
も
七
十
万
闘
は
投
入
せ
ら
れ
て
居
る

と
云
ふ
と
と
で
る
る
。
而
し
て
将
来
向
ほ
三
十
万
凶
を
投
じ
、
合
計
百
万
闘
を
入
れ
て
百
戸
を
定
航
す
る
考
へ
を
有
す
る
と
の
と
と

で
あ
る
、
然
り
と
す
れ
ば
移
民
一
戸
に
就
て
一
万
闘
を
要
す
る
と
と
L

な
る
の
で
あ
る
、
然
し
凡
で
の
費
川
を
計
算
す
れ
ば
此
の
程

度
の
剖
は
驚
く
べ
く
多
額
の
も
の
で
は
な
い
、
或
は
必
要
限
度
の
出
火
川
か
も
知
れ
な
い
、
即
ち
決
し
て
飴
分
の
施
設
が
せ
ら
れ
て
居

る
と
は
忠
は
れ
な
い
の
で
何
れ
の
移
民
地
に
於
て
も
此
の
程
度
の
変
則
は
之
れ
を
裂
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
ふ
、
唯
之
れ

を
一
時
に
す
る
か
、
或
は
数
年
に
瓦
っ
て
す
る
か
、
或
は
之
れ
を
他
人
を
し
て
行
は
し
め
る
か
、
或
は
之
れ
を
移
民
者
を
し
て
行
は

し
め
る
か
と
云
ふ
様
な
拙
に
於
て
差
異
が
生
や
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
る
る
ま
い
か
と
思
ふ
。
而
し
て
本
村
に
於
て
は
天
理
教
青
年

命
日
と
一
五
ふ
大
国
胞
が
あ
っ
て
各
合
員
が
飴
り
重
か
ら
ざ
る
隙
出
金
を
な
し
て
此
の
資
金
を
出
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
共
の
舗
の
多
少

と
か
、
利
潤
の
如
何
と
か
は
問
題
で
は
な
い
、
取
北
ハ
の
運
用
法
が
越
正
に
し
て
合
目
的
で
あ
る
か
否
か
~
問
題
で
あ
る
。
北
に
欠
貼

の
第
三
、
第
問
の
一
品
質
は
此
の
村
に
於
て
は
全
く
之
れ
を
見
出
す
事
な
し
と
一
五
ふ
ぺ
く
、
只
第
五
、
即
ち
此
れ
等
の
施
設
授
が
将
来

移
民
の
過
大
な
る
負
捻
と
な
る
と
い
ふ
馳
に
闘
し
て
は
一
肱
の
考
究
を
嬰
す
る
と
忠
ふ
、
前
越
の
如
く
木
村
の
移
性
者
は
無
資
本
の

も
の
た
る
と
と
を
想
定
し
て
一
戸
=
一
二
九
州
問
を
資
金
と
し
て
併
川
し
、

を
な
す
と
と
L

な
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
此
の
際
無
利
子
で
る
る
こ
と
は
非
常
な
恩
典
で
あ
っ
て
移
民
の
頗
る
有
利
と
す
る
所
で
あ

一
ヶ
年
間
拘
置
き
、
後
二
十
ヶ
年
間
に
均
等
年
賦
償
還

る
、
然
る
に
ご
一
千
飴
闘
の
資
金
を
償
還
す
る
矯
め
に
は
二
十
ヶ
年
の
長
期
を
以
て
す
る
と
し
て
も
年
々
百
六
十
闘
と
い
ふ
額
を
支
抑

は
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
こ
の
と
と
は
年
収
一
千
同
内
外
に
し
て
一
家
五
、
ム
ハ
人
の
家
族
を
有
す
る
農
業
者
に
取
っ
て
は
決
し
て
腕

ろ
き
負
拾
と
は
い
は
れ
な
い
、
而
も
将
来
村
の
白
治
が
完
成
し
て
人
7

の
事
務
所
に
闘
す
る
費
加
が
凡
て
村
氏
の
負
拾
と
な
る
に
於
て

は
相
官
多
額
の
も
の
と
な
る
と
と
が
想
像
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
、
若
し
之
れ
を
非
施
設
型
に
於
け
る
が
如
く
初
期
の
施
設
を
極
度
に



減
縮
し
て
移
民
各
自
の
奮
闘
努
力
に
よ
っ
て
共
の
大
部
分
を
な
し
待
た
も
む
と
す
れ
ば
此
の
負
措
は
大
に
腕
減
せ
ら
れ
る
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
此
白
鮪
非
施
設
型
の
利
鮪
で
あ
る
と
共
に
施
設
型
の
欠
賠
な
り
と
岡
山
は
れ
る
所
で
あ
る
。
市
ん
も
事
務
所
突
に

就
て
は
将
来
何
か
の
方
法
が
講
ぜ
ら
る
L

に
は
あ
ら
十
や
と
岡
山
は
る
L

と
と
も
あ
る
。

如
斯
考
察
す
る
場
合
に
此
の
型
が
必
や
し
も
高
金
の
も
の
と
は
云
は
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
余
は
少
く
と
も
事
費
直
後
に
於
け
る
満

洲
の
寅
情
並
に
今
日
に
於
け
る
満
洲
特
殊
の
事
情
を
考
察
し
て
斯
く
の
如
く
思
切
っ
た
施
設
に
よ
っ
て
、
建
質
な
る
移
民
の
入
植
を

な
し
た
と
と
は
趨
切
な
る
方
法
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
天
理
教
青
年
舎
の
一
大
事
業
と
し
て
銘
記
す
べ
き
で
あ
る
と
信
や
る
と
共

に
此
の
村
の
建
全
な
る
永
久
の
護
建
を
祈
念
し
、
更
に
満
洲
の
他
の
地
方
に
於
て
も
第
二
、
第
三
の
天
理
村
が
建
設
せ
ら
れ
ん
と
と

を
希
望
す
る
も
の
で
あ
る
。

附
記
、
此
の
小
文
は
昭
和
十
一
年
夏
季
余
が
日
本
挙
術
振
興
命
日
よ
り
の
依
喝
を
受
け
て
、
満
洲
農
業
移
民
地
の
貨
絞
税
祭
絞
行
を
し
た
際
、
木
村

を
訪
問
し
、
一
一
伐
を
部
落
に
宿
っ
て
見
聞
し
た
本
質
と
、
其
の
際
分
奥
を
受
け
た
委
料
と
、
共
後
入
手
し
た
一
、
二
の
資
料
と
に
よ
っ
て
書

い
た
も
の
で
あ
る
P

従
て
給
ほ
資
料
不
足
、
考
案
不
充
分
或
は
不
適
蛍
な
駄
が
多
々
あ
る
、
又
自
分
と
し
て
も
今
少
し
く
立
ち
入
っ
た
研
討

を
し
て
見
た
い
と
思
つ
去
の
で
あ
る
が
、
雑
誌
出
版
間
際
で
其
の
時
間
も
な
か
っ
た
。
又
他
面
余
の
所
認
非
施
設
型
の
移
民
形
態
に
就
て
も

二
、
三
の
事
例
に
就
て
研
究
し
、
隠
者
を
相
担
割
比
し
て
雨
者
の
特
質
を
考
案
し
て
見
た
い
と
思
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。

ζ

ん
な
ζ

と
で
此
の

小
文
は
甚
だ
不
充
分
な
も
の
で
あ
る
と
の
不
安
が
多
分
に
あ
る
の
で
あ
る
。
此
れ
等
の
慰
に
閲
し
て
読
者
の
諒
察
を
願
ひ
皮
い
の
で
あ
る
、

両
し
て
又
此
慮
に
天
班
村
身
長
橋
本
正
治
氏
以
下
此
の
村
閥
係
各
位
よ
り
受
け
た
深
き
厚
意
に
封
し
感
謝
の
怠
を
表
し
皮
い
と
思
ふ
。
(
昭

和
十
二
年
二
月
廿
六
日
)

満
洲
農
業
移
民
の
一
形
態
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